
三次市教育委員会議案第５３号 

 

 

   動産の買入れの契約について 

 

 教育に関する事務に係る動産の買入れの契約についてを令和６年３月定例市議

会に提出することについて，地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３

１年法律１６２号）第２９条の規定により，次のとおり動産を買入れすることに

ついて，三次市教育委員会会議の意見を求める。 

 

 

  令和６年３月１３日提出 

 

 

三次市教育委員会教育長 迫 田 隆 範  

 

 

１ 買入物件   小学校教師用教科書，指導書及び掛図 

２ 契約の相手方 三次市南畑敷町１４５番地１ ２号室 

          有限会社三次広文館 

           代表取締役 高 杉 研 志 

３ 契約の方法  随意契約 

４ 買入価額   金３３，９９５，８７９円 

５ 納入期限   令和６年３月２９日 


